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(57)【要約】
【課題】強調画像の虚像表示により前方障害物を適正に
強調する車両用表示制御装置の提供。
【解決手段】車両用表示制御装置としてのＨＣＵは、外
界風景８中の前方障害物８ｂの周囲のうち下方を除いた
一周未満の範囲全域となる虚像表示位置αにおいて、余
裕代５６０ｍをあけて前方障害物８ｂを囲む虚像表示サ
イズβの線状部分５６０ｐにより、前方障害物８ｂを強
調するための強調画像５６０を記憶するメモリと、プロ
セッサにより構築され、虚像表示位置αと虚像表示サイ
ズβとを制御する虚像表示制御手段とを、備えることを
特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外界風景（８）を透過する投影部材（２１）へ表示画像（５６）を投影することにより
、前記表示画像を前記外界風景中の前方障害物（８ｂ）と関連付けて虚像表示させるヘッ
ドアップディスプレイ（５０）を搭載した自車両（２）において、当該虚像表示を制御す
る車両用表示制御装置（５４，５０ｅ）であって、
　前記前方障害物の周囲のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる虚像表示位置にお
いて、余裕代（５６０ｍ）をあけて前記前方障害物を囲む虚像表示サイズの線状部分（５
６０ｐ）により、前記前方障害物を強調するための強調画像（５６０）を、前記表示画像
として記憶する画像記憶手段（５４ｍ）と、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ）により構築され、前記虚像表示位置と前記虚像
表示サイズとを制御する虚像表示制御手段（Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，
Ｓ１０５，Ｓ２１００，Ｓ２１０１，Ｓ３１００，Ｓ３１０１，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０
１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ
，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，
Ｓ５３０５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０４，Ｓ６
１０５，Ｓ６２０３，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０
４，Ｓ７１０５）とを、備えることを特徴とする車両用表示制御装置。
【請求項２】
　前記線状部分は、前記虚像表示位置において円弧形に延びることを特徴とする請求項１
に記載の車両用表示制御装置。
【請求項３】
　外界風景（８）を透過する投影部材（２１）へ表示画像（５６）を投影することにより
、前記表示画像を前記外界風景中の前方障害物（８ｂ）と関連付けて虚像表示させるヘッ
ドアップディスプレイ（５０）を搭載した自車両（２）において、当該虚像表示を制御す
る車両用表示制御装置（５４，５０ｅ）であって、
　前記前方障害物の周囲のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる第一虚像表示位置
において、余裕代（４５６０ｍ１）をあけて前記前方障害物を囲む第一虚像表示サイズの
第一線状部分（４５６０ｐ１）、並びに前記前方障害物の周囲のうち前記第一線状部分の
両端部間となる第二虚像表示位置において、余裕代（４５６０ｍ２）をあけると共に前記
第一線状部分よりも低輝度にて前記前方障害物を囲む第二虚像表示サイズの第二線状部分
（４５６０ｐ２）により、前記前方障害物を強調するための強調画像（４５６０）を、前
記表示画像として記憶する画像記憶手段（５４ｍ）と、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ）により構築され、前記第一虚像表示位置及び前
記第二虚像表示位置を含む虚像表示位置と、前記第一虚像表示サイズ及び前記第二虚像表
示サイズを含む虚像表示サイズとを制御する虚像表示制御手段（Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ
２１００，Ｓ２１０１，Ｓ３１００，Ｓ３１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５
，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５，Ｓ
５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ
５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ６１０１，Ｓ６
１０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５，Ｓ６２０３，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ
，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５）とを、備えることを特徴とする車両用表示制
御装置。
【請求項４】
　前記第二線状部分は、前記第二虚像表示位置において前記第一線状部分の両端部間を湾
曲して延びることを特徴とする請求項３に記載の車両用表示制御装置。
【請求項５】
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ４１０３，Ｓ４
１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０
４，Ｓ５１０５，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５，Ｓ５３０３ａ
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，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ
）は、複数の前記前方障害物をそれぞれ個別に強調する前記強調画像の前記虚像表示サイ
ズを、強調する前記前方障害物が前記自車両から遠いほど、小サイズに制御することを特
徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置。
【請求項６】
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ４１０３，Ｓ４
１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２
０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５）は、複数の前記前方障害物をそれぞれ個別に強調する
前記強調画像の虚像表示形状を、強調する前記前方障害物の種類に応じて異ならせること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置。
【請求項７】
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ４１０３，Ｓ４
１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５１０４，Ｓ５１０
５，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５）は、複数の
前記前方障害物をそれぞれ個別に強調する前記強調画像の前記虚像表示位置同士が重畳す
る場合に、強調する前記前方障害物が前記自車両から遠い前記強調画像の虚像表示を、当
該重畳箇所においてカットすることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の車
両用表示制御装置。
【請求項８】
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ４１０３，Ｓ４
１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５２０４，Ｓ５２０
５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ）は、複数の前記前方障害物をそれぞれ個別に強調する
前記強調画像の虚像表示を、強調する前記前方障害物の周囲のうち下方及び側方を除いた
範囲に制限することを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の車両用表示制御装
置。
【請求項９】
　前記前方障害物として前記自車両と同一レーンを走行する前方車両に対して車間距離を
自動で制御する車間制御ユニット（４２）を搭載した前記自車両において、
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ２１００，Ｓ２
１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０４，
Ｓ６１０５，Ｓ６２０３，Ｓ７１００，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１
０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５）は、前記前方車両を強調する位置に、前記強調画像の
位置を制御することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の車両用表示制御装
置。
【請求項１０】
　前記自車両の走行レーンにおける幅方向位置を自動で制御するレーン制御ユニット（４
２）を搭載した前記自車両において、
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ３１００，Ｓ３
１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５）は、前記走行レーンと同一又は別のレー
ンを走行する前記前方障害物としての前方車両を強調する位置に、前記強調画像の位置を
制御することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置。
【請求項１１】
　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ２１００，Ｓ２
１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０４，
Ｓ６１０５，Ｓ６２０３）は、一旦検知した前記前方障害物をロストした場合に、当該前
方障害物を強調する前記強調画像の少なくとも一部の虚像表示輝度を低下させることを特
徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置。
【請求項１２】
　ユーザによる手動運転と自動制御ユニット（４２）による自動制御運転とが切り替え可
能な前記自車両において、
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　前記虚像表示制御手段（Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ２１００，Ｓ２
１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ７１００，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，
Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５）は、前記自動制御運転から前記
手動運転への切り替えに伴って、前記強調画像の虚像表示色を変化させることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の車両用表示制御装置（５４，５０ｅ）と、
　前記ヘッドアップディスプレイ（５０）とを、備えることを特徴とする車両用表示ユニ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用表示制御装置及びそれを備えた車両用表示ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両において外界風景を透過する投影部材へ表示画像を投影することにより、
表示画像を外界風景中の前方障害物と関連付けて虚像表示させるヘッドアップディスプレ
イ（ＨＵＤ：Head-up Display）は、広く知られている。こうしたＨＵＤによる虚像表示
を制御するために特許文献１，２には、前方障害物を強調する強調画像を表示画像として
虚像表示する車両用表示制御技術が、開示されている。
【０００３】
　具体的に特許文献１の開示技術では、投影部材を透過した前方障害物に対して円環線状
の強調画像が重畳するように、虚像表示位置及び虚像表示サイズが制御されている。これ
によれば、外乱等に起因する制御誤差の範囲で強調画像の虚像表示位置がずれたとしても
、前方障害物に対する強調画像の関連付けを重畳状態により維持することが可能となる。
【０００４】
　しかし、特許文献１の開示技術では、前方障害物の一部が強調画像に隠れることになる
ため、ユーザに煩わしさを感じさせるおそれがあった。そこで、特許文献２の開示技術で
は、投影部材を透過した前方障害物の周囲全域を矩形線状の強調画像により余裕代をあけ
て囲むように、虚像表示位置及び虚像表示サイズが制御されている。これによれば、強調
画像の虚像表示位置が制御誤差の範囲でずれたとしても、前方障害物の一部が強調画像に
隠れることを余裕代により回避して、ユーザの感じる煩わしさを抑制することが可能とな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／０７２３６６号
【特許文献２】特開２００５－３４３３５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　さて、特許文献２の開示技術では、前方障害物に対して強調画像が上方、左方及び右方
のうちいずれかへとずれた場合に、ユーザが当該ずれを感じるが、前方障害物は、強調画
像により同一平面上にて指し示されているように見える。これは、前方障害物の上方、左
方及び右方には一般に空間が存在していることから、矩形線状の強調画像のうち当該空間
に重畳して左右又は上下に延びる直線状部分については、前方障害物に対する前後方向の
離間をユーザが感じ難いためである。
【０００７】
　しかし、特許文献２の開示技術では、強調画像が前方障害物に対して下方へずれた場合
に、ユーザが当該ずれを感じ易く、前方障害物は、強調画像により指し示されていないよ
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うに見える。これは、前方障害物の下方には地面が存在していることから、矩形線状の強
調画像のうち当該地面に重畳して左右に延びる直線状部分については、当該地面との関連
付けにより水平線を想起させることに起因して、前方障害物に対するずれが目立ち易いた
めである。ここで、前方障害物が前方車両となる場合、当該前方車両のバンパーに沿って
左右に延びる直線状部分については、水平線を特に想起させ易く、ずれの目立ちが顕著に
なる。したがって、前方障害物の下方にて左右に延びる直線状部分は、下方へのずれによ
り、前方障害物に対する前後方向の離間としてユーザに感じられ易くなる。その結果、前
方障害物との関連付けが曖昧となって強調効果を低下させたり、前方障害物が恰も離間し
ているかの如き錯覚をユーザに与えるおそれがあった。
【０００８】
　本発明は、以上説明した問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、強調画像の
虚像表示により前方障害物を適正に強調する車両用表示制御装置、及びそれを備えた車両
用表示ユニットを、提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、課題を達成するための発明の技術的手段について、説明する。尚、発明の技術的
手段を開示する特許請求の範囲及び本欄に記載された括弧内の符号は、後に詳述する実施
形態に記載された具体的手段との対応関係を示すものであり、発明の技術的範囲を限定す
るものではない。
【００１０】
　上述の課題を解決するために開示された第一発明は、
　外界風景（８）を透過する投影部材（２１）へ表示画像（５６）を投影することにより
、表示画像を外界風景中の前方障害物（８ｂ）と関連付けて虚像表示させるＨＵＤ（５０
）を搭載した自車両（２）において、当該虚像表示を制御する車両用表示制御装置（５４
，５０ｅ）であって、
　前方障害物の周囲のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる虚像表示位置において
、余裕代（５６０ｍ）をあけて前方障害物を囲む虚像表示サイズの線状部分（５６０ｐ）
により、前方障害物を強調するための強調画像（５６０）を、表示画像として記憶する画
像記憶手段（５４ｍ）と、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ）により構築され、虚像表示位置と虚像表示サイ
ズとを制御する虚像表示制御手段（Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５
，Ｓ２０００，Ｓ２１０１，Ｓ３０００，Ｓ３１０１，Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ
５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２
０４，Ｓ５２０５，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０
５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５，
Ｓ６２０３，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７
１０５）とを、備えることを特徴とする。
【００１１】
　このような第一発明によると、外界風景中の前方障害物を強調する表示画像としての強
調画像は、前方障害物の周囲のうち下方を除く一周未満範囲全域の虚像表示位置では、余
裕代をあける線状部分により前方障害物を囲む虚像表示サイズに、制御される。故に、前
方障害物の上方、左方及び右方にて外界風景中の空間に重畳する強調画像によれば、ユー
ザは、前方障害物に対するずれを感じても、前方障害物を指し示しているように見えるの
で、前方障害物に対する前後方向の離間を感じ難くなる。
【００１２】
　こうしたことから、外乱等に起因する制御誤差の範囲で強調画像の虚像表示位置がずれ
たとしても、前方障害物に対する強調画像の関連付けを維持でき、また前方障害物が離間
しているかの如き錯覚も回避できる。しかも、強調画像の虚像表示位置が制御誤差の範囲
でずれたとしても、前方障害物の一部が強調画像に隠れることを、線状部分のあける余裕
代により回避して、ユーザの感じる煩わしさを抑制できる。以上、関連付けの維持作用及
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び錯覚の回避作用と共に、煩わしさの抑制作用を達成し得る第一発明によれば、強調画像
の虚像表示により前方障害物を適正に強調可能となる。
【００１３】
　また、上述の課題を解決するために開示された第二発明は、
　外界風景（８）を透過する投影部材（２１）へ表示画像（５６）を投影することにより
、表示画像を外界風景中の前方障害物（８ｂ）と関連付けて虚像表示させるＨＵＤ（５０
）を搭載した自車両（２）において、当該虚像表示を制御する車両用表示制御装置（５４
，５０ｅ）であって、
　前方障害物の周囲のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる第一虚像表示位置にお
いて、余裕代（４５６０ｍ１）をあけて前方障害物を囲む第一虚像表示サイズの第一線状
部分（４５６０ｐ１）、並びに前方障害物の周囲のうち第一線状部分の両端部間となる第
二虚像表示位置において、余裕代（４５６０ｍ２）をあけると共に第一線状部分よりも低
輝度にて前方障害物を囲む第二虚像表示サイズの第二線状部分（４５６０ｐ２）により、
前方障害物を強調するための強調画像（４５６０）を、表示画像として記憶する画像記憶
手段（５４ｍ）と、
　少なくとも一つのプロセッサ（５４ｐ）により構築され、第一虚像表示位置及び第二虚
像表示位置を含む虚像表示位置と、第一虚像表示サイズ及び第二虚像表示サイズを含む虚
像表示サイズとを制御する虚像表示制御手段（Ｓ１０１，Ｓ１０２，Ｓ２１００，Ｓ２１
０１，Ｓ３１００，Ｓ３１０１，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０１ａ，
Ｓ５１０１ｂ，Ｓ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５
２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５
３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０
４，Ｓ６１０５，Ｓ６２０３，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，
Ｓ７１０４，Ｓ７１０５）とを、備えることを特徴とする。
【００１４】
　このような第二発明によると、外界風景中の前方障害物を強調する表示画像としての強
調画像は、前方障害物の周囲のうち下方を除く一周未満範囲全域の虚像表示位置では、余
裕代をあける第一線状部分により前方障害物を囲む虚像表示サイズに、制御される。故に
、前方障害物の上方、左方及び右方にて外界風景中の空間に重畳する第一線状部分によれ
ば、ユーザは、前方障害物に対するずれを感じても、前方障害物を指し示しているように
見えるので、前方障害物に対する前後方向の離間を感じ難くなる。
【００１５】
　さらに第二発明によると、強調画像は、前方障害物の周囲のうち第一線状部分の両端部
間となる虚像表示位置では、余裕代をあける第二線状部分により前方障害物を囲む虚像表
示サイズに、制御される。ここで、前方障害物の下方に存在する地面に対して、第一線状
部分よりも低輝度の第二線状部分が重畳しても、ユーザの注視点は第二線状部分側よりも
第一線状部分側に集まり易い。故に、低輝度側の第二線状部分によれば、地面との関連付
けが弱まるので、ユーザは、前方障害物に対する前後方向の離間を感じ難くなる。
【００１６】
　こうしたことから、外乱等に起因する制御誤差の範囲で各線状部分の虚像表示位置がず
れたとしても、前方障害物に対する強調画像の関連付けを維持でき、また前方障害物が離
間しているかの如き錯覚も回避できる。しかも、各線状部分の虚像表示位置が制御誤差の
範囲でずれたとしても、前方障害物の一部が強調画像に隠れることを、それら各線状部分
のあける余裕代により回避して、ユーザの感じる煩わしさを抑制できる。以上、関連付け
の維持作用及び錯覚の回避作用と共に、煩わしさの抑制作用を達成し得る第二発明によれ
ば、強調画像の虚像表示により前方障害物を適正に強調可能となる。
【００１７】
　さらにまた、上述の課題を解決するために開示された第三発明としての車両用表示ユニ
ットは、第一発明又は第二発明の車両用表示制御装置（５４，５０ｅ）と、ＨＵＤ５０と
を、備えることを特徴とする。
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【００１８】
　このような第三発明では、ＨＵＤによる強調画像の虚像表示位置と虚像表示サイズとが
第一発明又は第二発明の車両用表示制御装置により制御されることになるので、強調画像
による前方障害物の強調を適正に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第一実施形態による走行アシストシステムを搭載した自車両の車室内を示す内観
図である。
【図２】第一実施形態による走行アシストシステムを示すブロック図である。
【図３】図１，２のＨＵＤの詳細構成を模式的に示す構造図である。
【図４】図１～３のＨＵＤによる虚像表示状態を示す正面図である。
【図５】図２のＨＣＵによる表示制御フローを示すフローチャートである。
【図６】第一実施形態の作用効果を説明するための正面図である。
【図７】第二実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図８】第二実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図９】第三実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図１０】第三実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図１１】第四実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図１２】第四実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図１３】第四実施形態の作用効果を説明するための正面図である。
【図１４】第五実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図１５】第五実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図１６】第六実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図１７】第六実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図１８】第七実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図１９】第七実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図２０】第八実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図２１】第八実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図２２】第九実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図２３】第九実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図２４】第十実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図２５】第十実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図２６】第十一実施形態による表示制御フローを示すフローチャートである。
【図２７】第十一実施形態による虚像表示状態を示す正面図である。
【図２８】図７の変形例を示すフローチャートである。
【図２９】図９の変形例を示すフローチャートである。
【図３０】図１４の変形例を示すフローチャートである。
【図３１】図１６の変形例を示すフローチャートである。
【図３２】図１８の変形例を示すフローチャートである。
【図３３】図２０の変形例を示すフローチャートである。
【図３４】図２２の変形例を示すフローチャートである。
【図３５】図２４の変形例を示すフローチャートである。
【図３６】図２６の変形例を示すフローチャートである。
【図３７】図４の変形例を示す正面図である。
【図３８】図１１の変形例を示す正面図である。
【図３９】図１１の変形例を示す正面図である。
【図４０】図１１の変形例を示す正面図である。
【図４１】図２の変形例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
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　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。
各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分について
は、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の
説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生
じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合せることが
できる。
【００２１】
　（第一実施形態）
　本発明が適用される第一実施形態の走行アシストシステム１は、図１，２に示すように
、自車両２に搭載される。
【００２２】
　図２に示すように走行アシストシステム１は、周辺監視系３、車両制御系４及び表示系
５から構成されている。これら走行アシストシステム１の各系３，４，５は、例えばＬＡ
Ｎ（Local Area Network）等の車内ネットワーク６を介して接続されている。
【００２３】
　周辺監視系３は、外界センサ３０及び周辺監視ＥＣＵ（Electronic Control Unit）３
１を備えている。外界センサ３０は、自車両２の外界に存在して衝突する可能性のある障
害物として例えば他車両、人工構造物、人間及び動物等や、外界に存在する交通表示を検
知する。外界センサ３０は、例えばソナー、レーダ及びカメラ等のうち、一種類又は複数
種類である。
【００２４】
　具体的にソナーは、自車両２のうち例えばフロント部又はリア部等に設置される超音波
センサである。ソナーは、自車両２の外界のうち検知エリアへと送信した超音波の反射波
を受信することで、当該検知エリア内の障害物を検知して検知信号を出力する。レーダは
、自車両２のうち例えばフロント部若しくはリア部等に設置されるミリ波センサ、又はレ
ーザセンサである。レーダは、自車両２の外界のうち検知エリアへと送信したミリ波若し
くは準ミリ波、又はレーザの反射波を受信することで、当該検知エリア内の障害物を検知
して検知信号を出力する。カメラは、自車両２のうち例えばルームミラー若しくはドアミ
ラー等に設置される単眼式、又は複眼式のカメラである。カメラは、自車両２の外界のう
ち検知エリアを撮影することで、当該検知エリア内の障害物又は交通表示を検知して画像
信号を出力する。
【００２５】
　周辺監視ＥＣＵ３１は、プロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを主体と
して構成され、外界センサ３０及び車内ネットワーク６に接続されている。周辺監視ＥＣ
Ｕ３１は、例えば制限速度標識及びレーン標識等といった標識情報、並びに白線及び黄線
等といった区画線情報を、外界センサ３０の出力信号に基づき取得する。それと共に周辺
監視ＥＣＵ３１は、例えば障害物の種類、前方障害物８ｂ（図１，４参照）の移動方向及
び移動速度、並びに自車両２に対する前方障害物８ｂの相対速度及び相対距離等といった
障害物情報を、外界センサ３０の出力信号に基づき取得する。
【００２６】
　車両制御系４は、車両状態センサ４０、乗員センサ４１及び車両制御ＥＣＵ４２を備え
ている。車両状態センサ４０は、車内ネットワーク６に接続されている。車両状態センサ
４０は、自車両２の走行状態を検知する。車両状態センサ４０は、例えば車速センサ、回
転数センサ、舵角センサ、燃料センサ、水温センサ及び電波受信機等のうち、一種類又は
複数種類である。
【００２７】
　具体的に車速センサは、自車両２の車速を検知することで、当該検知に応じた車速信号
を出力する。回転数センサは、自車両２におけるエンジン回転数を検知することで、当該
検知に応じた回転数信号を出力する。舵角センサは、自車両２の舵角を検知することで、
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当該検知に応じた舵角信号を出力する。燃料センサは、自車両２の燃料タンクにおける燃
料残量を検知することで、当該検知に応じた燃料信号を出力する。水温センサは、自車両
２における内燃機関の冷却水温度を検知することで、当該検知に応じた水温信号を出力す
る。電波受信機は、例えば測位衛星、車車間通信用の他車両送信機、及び路車間通信用の
路側機等からの出力電波を受信することで、交通信号を出力する。ここで交通信号は、例
えば走行位置、走行方向、走行路状態及び制限速度等といった自車両２に関連する交通情
報、並びに上記の障害物情報を表わす信号である。
【００２８】
　乗員センサ４１は、車内ネットワーク６に接続されている。乗員センサ４１は、図１に
示す自車両２の車室２ｃ内に搭乗したユーザの状態又は操作を検知する。乗員センサ４１
は、例えばパワースイッチ、ユーザ状態モニタ、表示設定スイッチ、ターンスイッチ、ク
ルーズ制御スイッチ及びレーン制御スイッチ等のうち、一種類又は複数種類である。
【００２９】
　具体的にパワースイッチは、自車両２の内燃機関又はモータジェネレータを始動させる
ために車室２ｃ内にてユーザによりオン操作されることで、当該操作に応じたパワー信号
を出力する。ユーザ状態モニタは、車室２ｃ内にて運転席２０上のユーザ状態を画像セン
サにより撮影することで、当該ユーザ状態を検知して画像信号を出力する。表示設定スイ
ッチは、車室２ｃ内にて表示状態を設定するためにユーザにより操作されることで、当該
操作に応じた表示設定信号を出力する。ターンスイッチは、自車両２の方向指示器を作動
させるために車室２ｃ内にてユーザによりオン操作されることで、当該操作に応じたター
ン信号を出力する。
【００３０】
　クルーズ制御スイッチは、前方障害物８ｂとしての前方車両に対する自車両２の車間距
離又は自車両２の車速を自動制御するために、車室２ｃ内にてユーザによりオン操作され
ることで、当該操作に応じたクルーズ制御信号を出力する。レーン制御スイッチは、自車
両２の走行レーンにおける幅方向位置を自動制御するために、車室２ｃ内にてユーザによ
りオン操作されることで、当該操作に応じたレーン制御信号を出力する。
【００３１】
　図２に示す車両制御ＥＣＵ４２は、プロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュー
タを主体として構成され、車内ネットワーク６に接続されている。車両制御ＥＣＵ４２は
、エンジン制御ＥＣＵ、モータ制御ＥＣＵ、ブレーキ制御ＥＣＵ、ステアリング制御ＥＣ
Ｕ及び統合制御ＥＣＵ等のうち、統合制御ＥＣＵを少なくとも含む一種類又は複数種類で
ある。
【００３２】
　具体的にエンジン制御ＥＣＵは、内燃機関のスロットルアクチュエータや燃料噴射弁の
作動を、図１に示す車室２ｃ内でのアクセルペダル２６の操作に従って又は自動で制御す
ることで、自車両２の車速を加減速する。モータ制御ＥＣＵは、モータジェネレータの作
動を、車室２ｃ内でのアクセルペダル２６の操作に従って又は自動で制御することで、自
車両２の車速を加減速する。ブレーキ制御ＥＣＵは、ブレーキアクチュエータの作動を、
車室２ｃ内でのブレーキペダル２７の操作に従って又は自動で制御することで、自車両２
の車速を加減速する。ステアリング制御ＥＣＵは、電動パワーステアリングの作動を、車
室２ｃ内でのステアリングハンドル２４の操作に従って自動で制御することで、自車両２
の舵角を調整する。統合制御ＥＣＵは、例えば車両制御ＥＣＵ４２のうち他制御ＥＣＵで
の制御情報、センサ４０，４１の出力信号、及び周辺監視ＥＣＵ３１での取得情報等に基
づき、当該他制御ＥＣＵの作動を同期制御する。
【００３３】
　特に本実施形態の統合制御ＥＣＵは、クルーズ制御スイッチがオン操作された場合に、
自車両２の全車速域での車間距離及び車速を自動で制御する全車速域アダプティブクルー
ズコントロール（ＦＳＲＡ：Full Speed Range Adaptive Cruise Control）を、実現する
。このＦＳＲＡを実現する「車間制御ユニット」として自車両２に搭載された統合制御Ｅ
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ＣＵは、周辺監視ＥＣＵ３１での取得情報及び電波受信機の出力信号に基づき、エンジン
制御ＥＣＵ又はモータ制御ＥＣＵの作動と、ブレーキ制御ＥＣＵの作動とを制御する。
【００３４】
　また、本実施形態の統合制御ＥＣＵは、レーン制御スイッチがオン操作された場合に、
白線又は黄線からの自車両２の逸脱を規制して走行レーンにおける幅方向位置を自動で制
御するレーンキーピングアシスト（ＬＫＡ：Lane Keeping Assist）を、実現する。この
ＬＫＡを実現する「レーン制御ユニット」としても自車両２に搭載された統合制御ＥＣＵ
は、周辺監視ＥＣＵ３１での取得情報及び電波受信機の出力信号に基づき、ステアリング
制御ＥＣＵの作動を制御する。
【００３５】
　「車両用表示ユニット」としての表示系５は、情報を視覚提示するために自車両２に搭
載されている。表示系５は、ＨＵＤ５０、ＭＦＤ（Multi Function Display）５１、コン
ビネーションメータ５２及びＨＣＵ（HMI（Human Machine Interface） Control Unit）
５４を備えている。
【００３６】
　ＨＵＤ５０は、図１，３に示す車室２ｃ内にてインストルメントパネル２２に設置され
ている。ＨＵＤ５０は、例えば液晶パネル又はプロジェクタ等の表示器５０ｉにて所定情
報を示すように形成した表示画像５６を、自車両２における「投影部材」としてのフロン
トウインドシールド２１に対して、光学系５０ｏを通して投影する。ここでフロントウイ
ンドシールド２１は、透光性ガラスにより形成されることで、車室２ｃ外のうち自車両２
の前方に存在する外界風景８を透過させる。このとき、フロントウインドシールド２１で
反射した表示画像５６の光束と、同シールド２１を透過した外界風景８からの光束とが、
運転席２０上のユーザにより知覚される。その結果、フロントウインドシールド２１より
も前方に結像される表示画像５６の虚像が外界風景８の一部に重畳して表示されることで
、それら表示画像５６の虚像と外界風景８とが運転席２０上のユーザにより視認可能とな
っている。
【００３７】
　ここで、図４に示すように本実施形態では、外界風景８中の前方障害物８ｂを強調する
ために、表示画像５６としての強調画像５６０が虚像表示される。具体的に強調画像５６
０は、虚像表示位置αにおいて円弧形に湾曲して延びる一定幅の線状部分５６０ｐを、全
体として形成している。線状部分５６０ｐの虚像表示サイズβは、前方障害物８ｂの周囲
のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる虚像表示位置αにおいて、前方障害物８ｂ
を連続して囲むように可変設定される。それと共に、線状部分５６０ｐの虚像表示サイズ
βは、前方障害物８ｂ以外の外界風景８を直接ユーザに視認させるための余裕代５６０ｍ
を、内周側の前方障害物８ｂとの間にあけるように可変設定される。さらに、線状部分５
６０ｐの虚像表示色は、外界風景８との重畳部分の視認を可能にし且つユーザの煩わしさ
を抑制可能な半透明色のうち、前方障害物８ｂを強調してユーザへの注意喚起を可能にす
る高輝度の所定色調に、固定設定又はユーザにより可変設定される。例えば線状部分５６
０ｐの虚像表示色は、明黄色、明赤色、明緑色又はライトアンバー色等に設定される。
【００３８】
　尚、ＨＵＤ５０による虚像表示としては、こうした強調画像５６０の表示に追加して、
例えばナビゲーション情報、標識情報及び障害物情報等のうち、一種類又は複数種類の情
報を示す画像の表示を採用してもよい。また、インストルメントパネル２２に配置されて
フロントウインドシールド２１と共同して外界風景８を透過させる透光性コンバイナを用
いることで、当該コンバイナに表示画像５６を投影することによっても、虚像表示の実現
が可能である。さらにまた、上記のナビゲーション情報は、例えば後に詳述するＨＣＵ５
４において、メモリ５４ｍに記憶の地図情報と、センサ４０の出力信号とに基づき取得可
能である。
【００３９】
　ＭＦＤ５１は、図１に示す車室２ｃ内にてセンターコンソール２３に設置される。ＭＦ
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Ｄ５１は、一つ又は複数の液晶パネルにて所定情報を示すように形成した画像の実像を、
運転席２０上のユーザにより視認可能に表示する。こうしたＭＦＤ５１による実像表示と
しては、ナビゲーション情報、オーディオ情報、映像情報及び通信情報等のうち、一種類
又は複数種類の情報を示す画像の表示が採用される。
【００４０】
　コンビネーションメータ５２は、車室２ｃ内にてインストルメントパネル２２に設置さ
れる。コンビネーションメータ５２は、自車両２に関する車両情報を、運転席２０上のユ
ーザにより視認可能に表示する。コンビネーションメータ５２は、液晶パネルに形成した
画像により車両情報を表示するデジタルメータ、又は指針により目盛を指示して車両情報
を表示するアナログメータである。こうしたコンビネーションメータ５２による表示とし
ては、例えば車速、エンジン回転数、燃料残量、冷却水温度、並びにターンスイッチ、ク
ルーズ制御スイッチ及びレーン制御スイッチの操作状態等のうち、一種類又は複数種類の
情報を示す表示が採用される。
【００４１】
　図２に示すＨＣＵ５４は、プロセッサ５４ｐ及びメモリ５４ｍを有するマイクロコンピ
ュータを主体として構成され、表示系５の表示要素５０，５１，５２及び車内ネットワー
ク６に接続されている。ＨＣＵ５４は、表示要素５０，５１，５２の作動を同期制御する
。このときＨＣＵ５４は、例えばセンサ４０，４１の出力信号、ＥＣＵ３１での取得情報
、ＥＣＵ４２での制御情報、メモリ５４ｍの記憶情報、並びにＨＣＵ５４自身での取得情
報等に基づき、それらの作動制御を実行する。尚、ＨＣＵ５４のメモリ５４ｍ及び他の各
種ＥＣＵのメモリは、例えば半導体メモリ、磁気媒体若しくは光学媒体等といった記憶媒
体を、一つ又は複数使用してそれぞれ構成される。
【００４２】
　ここで特に本実施形態では、強調画像５６０を含む表示画像５６のデータが「画像記憶
手段」としてのメモリ５４ｍに記憶されることで、ＨＣＵ５４が「車両用表示制御装置」
として機能する。具体的にＨＣＵ５４は、プロセッサ５４ｐにより表示制御プログラムを
実行することで、強調画像５６０をメモリ５４ｍから読み出して表示する表示制御フロー
を、図５に示すように実現する。尚、表示画像５６を記憶させる「画像記憶手段」につい
ては、表示要素５０，５１，５２の内蔵ＥＣＵの各メモリのうちいずれかにより、又はそ
れら各メモリ及びＨＣＵ５４のメモリ５４ｍのうち複数メモリの共同により、実現しても
勿論よい。また、表示制御フローは、乗員センサ４１のうちパワースイッチのオン操作に
応じて開始され、同スイッチのオフ操作に応じて終了する。さらにまた、表示制御フロー
中の「Ｓ」とは、各ステップを意味する。
【００４３】
　表示制御フローのＳ１０１では、強調画像５６０により強調して注意喚起する前方障害
物８ｂを一つ検知したか否かを、判定する。具体的にＳ１０１での判定は、例えば周辺監
視ＥＣＵ３１により取得された障害物情報、及び乗員センサ４１である電波受信機の出力
信号が表す障害物情報等のうち、一種類又は複数種類に基づき下される。こうしたＳ１０
１にて否定判定が下される間は、Ｓ１０１を繰り返して実行する一方、同Ｓ１０１にて肯
定判定が下された場合には、Ｓ１０２へと移行する。
【００４４】
　続くＳ１０２では、強調画像５６０を虚像表示するための必要情報Ｉを、取得する。具
体的に必要情報Ｉは、例えば周辺監視ＥＣＵ３１での取得情報、及びセンサ４０，４１の
出力信号に基づく情報のうち、一種類又は複数種類である。ここで周辺監視ＥＣＵ３１で
の取得情報としては、障害物情報が例示される。車両状態センサ４０の出力信号に基づく
情報としては、車速センサの出力信号が表す車速、及び舵角センサの出力信号が表す舵角
が例示される。乗員センサ４１に基づく情報としては、表示設定スイッチの出力信号が表
す表示状態の設定値、ユーザ状態モニタの出力信号が表す眼球状態等のユーザ状態、並び
に電波受信機の出力信号が表す交通情報及び障害物情報が例示される。
【００４５】
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　続くＳ１０３では、Ｓ１０２にて取得された必要情報Ｉに基づき、強調画像５６０の虚
像表示位置αと虚像表示サイズβとを設定する。具体的には、まず、Ｓ１０１により検知
された前方障害物８ｂをユーザが注視したときの注視点又は注視線を、必要情報Ｉに基づ
き推定する。次に、推定された注視点又は注視線上の前方障害物８ｂに対して下方を除く
一周未満の範囲全域となるように、虚像表示位置αを設定し、且つ同障害物８ｂに対して
余裕代５６０ｍをあける線状部分５６０ｐを形成するように、虚像表示サイズβを設定す
る。
【００４６】
　続くＳ１０４では、Ｓ１０３にて設定された虚像表示位置α及び虚像表示サイズβをも
って強調画像５６０を虚像表示させるための表示データを、生成する。このとき表示デー
タは、メモリ５４ｍから読み出した強調画像５６０のデータに対して画像処理を施すこと
で、生成される。
【００４７】
　続くＳ１０５では、Ｓ１０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表示器
５０ｉにより強調画像５６０を形成することで、線状部分５６０ｐの虚像表示位置αと虚
像表示サイズβとを制御する。その結果、図１，４の如く強調画像５６０は、前方障害物
８ｂの周囲のうち下方を除いた一周未満範囲全域の虚像表示位置αにおいて、線状部分５
６０ｐにより余裕代５６０ｍをあけて前方障害物８ｂを囲む虚像表示サイズβに、視認さ
れる。尚、以上の後に表示制御フローでは、Ｓ１０１へと戻る。その結果、戻った直後の
Ｓ１０１にて否定判定が下された場合には、強調画像５６０の虚像表示は終了することに
なる。
【００４８】
　尚、このような第一実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，
Ｓ１０４，Ｓ１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制
御手段」に相当する。
【００４９】
　（作用効果）
　ここまで説明した第一実施形態の作用効果を、以下に説明する。
【００５０】
　外界風景８中の前方障害物８ｂを強調する強調画像５６０は、前方障害物８ｂの周囲の
うち下方を除く一周未満範囲全域の虚像表示位置αでは、余裕代５６０ｍをあける線状部
分５６０ｐにより前方障害物８ｂを囲む虚像表示サイズβに、制御される。故に、図６に
示すように、前方障害物８ｂの上方、左方及び右方にて外界風景８中の空間８ｓに重畳す
る強調画像５６０によれば、ユーザは、前方障害物８ｂに対するずれを感じても、前方障
害物８ｂを指し示しているように見えるので、前方障害物８ｂに対する前後方向の離間を
感じ難くなる。
【００５１】
　こうしたことから、制御誤差の範囲で強調画像５６０の虚像表示位置αがずれたとして
も、前方障害物８ｂに対する強調画像５６０の関連付けを維持でき、また前方障害物８ｂ
が離間しているかの如き錯覚も回避できる。しかも、強調画像５６０の虚像表示位置αが
制御誤差の範囲でずれたとしても、前方障害物８ｂの一部が強調画像５６０に隠れること
を、線状部分５６０ｐのあける余裕代５６０ｍにより回避して、ユーザの感じる煩わしさ
を抑制できる。以上、関連付けの維持作用及び錯覚の回避作用と共に、煩わしさの抑制作
用を達成し得る第一実施形態によれば、強調画像５６０の虚像表示により前方障害物８ｂ
を適正に強調可能となる。
【００５２】
　また、虚像表示位置αにて円弧形に延びる線状部分５６０ｐの両端部間では、図６に示
すように、当該線状部分５６０ｐを補完する円弧形の仮想線状部分５６０ｖ（同図の二点
鎖線参照）をユーザは、前方障害物８ｂの下方にもイメージし得る。即ちユーザは、前方
障害物８ｂの下方にある地面８ｇに重ねて、仮想線状部分５６０ｖをイメージし得る。故
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に、実際には前方障害物８ｂの下方に虚像表示されないことで地面８ｇとの関連付けが弱
まる強調画像５６０に対して、仮想線状部分５６０ｖがイメージ上にて加わることになる
。これによれば、前方障害物８ｂに対する強調画像５６０の前後方向の離間をユーザには
感じさせ難くしつつも、前方障害物８ｂに対する強調画像５６０の関連付けを強化できる
ので、前方障害物８ｂの強調効果を高めることが可能となる。
【００５３】
　以上のことから、ＨＵＤ５０による強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズ
βとがＨＣＵ５４により制御されることによれば、強調画像５６０による前方障害物８ｂ
の強調を適正に行うことが可能である。
【００５４】
　（第二実施形態）
　本発明の第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。図７に示すように、第二実施
形態の表示制御フローでは、乗員センサ４１のうちクルーズ制御スイッチがオンされてい
るか否かを、Ｓ２１００にて判定する。その結果、否定判定が下される間は、Ｓ２１００
を繰り返して実行する一方、肯定判定が下された場合には、Ｓ２１０１へと移行する。
【００５５】
　Ｓ２１０１では、車両制御ＥＣＵ４２のうち統合制御ＥＣＵがＦＳＲＡによる車間距離
の自動制御下、自車両２と同一レーンを同一方向へと走行する直近一台の前方車両を、前
方障害物８ｂとして検知したか否かを判定する。具体的にＳ２１０１での判定は、例えば
統合制御ＥＣＵの制御情報、電波受信機の出力信号が表す障害物情報、並びに周辺監視Ｅ
ＣＵ３１により取得された標記情報、区画線情報及び障害物情報等のうち、一種類又は複
数種類に基づき下される。こうしたＳ２１０１にて否定判定が下される間は、Ｓ２１００
へと戻る一方、同Ｓ２１０１にて肯定判定が下された場合には、Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ
１０４，Ｓ１０５の実行後に、Ｓ２１００へと戻る。尚、Ｓ１０５から戻った直後のＳ２
１００又はＳ２１０１にて否定判定が下された場合には、強調画像５６０の虚像表示は終
了することになる。
【００５６】
　このように第二実施形態では、第一実施形態と同様にして、前方障害物８ｂとしての前
方車両に対して自車両２の車間距離が自動制御される。故に、図８に示す如く強調画像５
６０の位置α及びサイズβが制御されることによれば、車間距離の自動制御下にてユーザ
の注意が必要な同一レーンの前方車両に対する強調を適正なものとして、ユーザの安全と
安心とを確保することが可能となる。尚、以上の第二実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ
２１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５を実行する部分が、プ
ロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【００５７】
　（第三実施形態）
　本発明の第三実施形態は、第一実施形態の変形例である。図９に示すように、第三実施
形態の表示制御フローでは、乗員センサ４１のうちレーン制御スイッチがオンされている
か否かを、Ｓ３１００にて判定する。その結果、否定判定が下される間は、Ｓ３１００を
繰り返して実行する一方、肯定判定が下された場合には、Ｓ３１０１へと移行する。
【００５８】
　Ｓ３１０１では、車両制御ＥＣＵ４２のうち統合制御ＥＣＵがＬＫＡによる自動制御下
、自車両２の走行レーンと同一又は別のレーンを同一方向へと走行する直近一台の前方車
両につき、前方障害物８ｂとして検知したか否かを判定する。具体的にＳ３１０１での判
定は、統合制御ＥＣＵの制御情報、電波受信機の出力信号が表す障害物情報、並びに周辺
監視ＥＣＵ３１により取得された標記情報、区画線情報及び障害物情報等のうち、一種類
又は複数種類に基づき下される。こうしたＳ３１０１にて否定判定が下される間は、Ｓ３
１００へと戻る一方、同Ｓ３１０１にて肯定判定が下された場合には、Ｓ１０２，Ｓ１０
３，Ｓ１０４，Ｓ１０５の実行後に、Ｓ３１００へと戻る。尚、Ｓ１０５から戻った直後
のＳ３１００又はＳ３１０１にて否定判定が下された場合には、強調画像５６０の虚像表
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示は終了することになる。
【００５９】
　このように第三実施形態では、第一実施形態と同様にして、自車両２の走行レーンにお
ける幅方向位置が自動制御される。故に、図１０に示す如く強調画像５６０の位置α及び
サイズβが制御されることによれば、幅方向位置の自動制御下にてユーザの注意が必要な
同一又は別レーンの前方車両に対する強調を適正なものとして、ユーザの安全と安心とを
確保することが可能となる。尚、以上の第三実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ３１００
，Ｓ３１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５を実行する部分が、プロセッサ
５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【００６０】
　（第四実施形態）
　本発明の第四実施形態は、第一実施形態の変形例である。図１１に示すように第四実施
形態では、外界風景８中の前方障害物８ｂを強調する表示画像５６として、第一実施形態
とは異なる強調画像４５６０がメモリ５４ｍに記憶されて虚像表示される。具体的に強調
画像４５６０は、第一虚像表示位置α１において円弧形に湾曲して延びる第一線状部分４
５６０ｐ１と、第二虚像表示位置α２において円弧形に湾曲して延びる第二線状部分４５
６０ｐ２とを、同一幅に連続して形成している。即ち強調画像４５６０は、全体としては
円環線状を呈している。
【００６１】
　ここで、第一線状部分４５６０ｐ１のサイズである第一虚像表示サイズβ１は、前方障
害物８ｂの周囲のうち下方を除いた一周未満の範囲全域となる第一虚像表示位置α１にて
、前方障害物８ｂを連続して囲むように可変設定される。それと共に、第一線状部分４５
６０ｐ１の虚像表示サイズβ１は、前方障害物８ｂ以外の外界風景８を直接ユーザに視認
させるための余裕代４５６０ｍ１を、内周側の前方障害物８ｂとの間にあけるように可変
設定される。さらに、第一線状部分４５６０ｐ１の虚像表示色は、外界風景８との重畳部
分の視認を可能にし且つ煩わしさを抑制可能な半透明色のうち、前方障害物８ｂを強調し
てユーザへの注意喚起を可能にする高輝度の所定色調に、固定設定又はユーザにより可変
設定される。例えば第一線状部分４５６０ｐ１の虚像表示色は、明黄色、明赤色、明緑色
又はライトアンバー色等に設定される。
【００６２】
　一方、第二線状部分４５６０ｐ２のサイズである第二虚像表示サイズβ２は、前方障害
物８ｂの周囲のうち下方にて第一線状部分４５６０ｐ１の両端部間となる第二虚像表示位
置α２にて、前方障害物８ｂを連続して囲むように可変設定される。それと共に、第二線
状部分４５６０ｐ２の虚像表示サイズβ１は、前方障害物８ｂ以外の外界風景８を直接ユ
ーザに視認させるための余裕代４５６０ｍ２を、内周側の前方障害物８ｂとの間にあける
ように可変設定される。さらに、第二線状部分４５６０ｐ２の虚像表示色は、外界風景８
との重畳部分の視認を可能にし且つ煩わしさを抑制可能な半透明色のうち、第一線状部分
４５６０ｐ１よりも低輝度の所定色調に、固定設定又はユーザにより可変設定される。例
えば第二線状部分４５６０ｐ２の虚像表示色は、暗黄色、暗赤色、暗緑色又はダークアン
バー色等に設定される。尚、各線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の色調については、
同系統に設定してもよいし、異系統に設定してもよい。また、各線状部分４５６０ｐ１，
４５６０ｐ２の輝度については、例えば第一線状部分４５６０ｐ１よりも第二線状部分４
５６０ｐ２にて輝度信号の輝度値が低下するように、各線状部分４５６０ｐ１，４５６０
ｐ２の階調値を設定することで調整される。
【００６３】
　図１２に示すように、こうした第四実施形態の表示制御フローでは、第一実施形態と同
様なＳ１０１，Ｓ１０２の実行後のＳ４１０３にて、強調画像５６０の虚像表示位置α１
，α２と虚像表示サイズβ１，β２とを、Ｓ１０２での取得情報Ｉに基づき設定する。具
体的には、まず、Ｓ１０１により検知された前方障害物８ｂをユーザが注視したときの注
視点又は注視線を、必要情報Ｉに基づき推定する。次に、推定された注視点又は注視線上
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の前方障害物８ｂに対して下方を除く範囲全域に、第一虚像表示位置α１を設定し、且つ
同障害物８ｂに対して余裕代４５６０ｍ１をあける第一線状部分４５６０ｐ１を形成する
ように、第一虚像表示サイズβ１を設定する。それと共に、推定された注視点又は注視線
上の前方障害物８ｂに対して下方となる第一線状部分４５６０ｐ１の両端部間に、第二虚
像表示位置α２を設定し、且つ同障害物８ｂに対して余裕代４５６０ｍ２をあける第二線
状部分４５６０ｐ２を形成するように、第二虚像表示サイズβ２を設定する。
【００６４】
　続くＳ４１０４では、Ｓ４１０３で設定された虚像表示位置α１，α２及び虚像表示サ
イズβ１，β２をもって各線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２を虚像表示させるための
表示データを、生成する。このとき表示データは、メモリ５４ｍから読み出した強調画像
４５６０のデータに画像処理を施すことで、生成される。
【００６５】
　続くＳ４１０５では、Ｓ４１０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表
示器５０ｉにより強調画像４５６０を形成することで、各線状部分４５６０ｐ１，４５６
０ｐ２の虚像表示位置α１，α２と虚像表示サイズβ１，β２とを制御する。その結果と
して強調画像４５６０は、前方障害物８ｂの周囲のうち下方を除いた一周未満範囲全域の
第一虚像表示位置α１では、第一線状部分４５６０ｐ１により余裕代４５６０ｍ１をあけ
て前方障害物８ｂを囲む第一虚像表示サイズβ１に、視認される。それと共に強調画像４
５６０は、前方障害物８ｂの周囲のうち下方の第二虚像表示位置α２では、第一線状部分
４５６０ｐ１より低輝度の第二線状部分４５６０ｐ２により、余裕代４５６０ｍ２をあけ
て前方障害物８ｂを囲む第二虚像表示サイズβ２に、視認される。尚、以上の後に表示制
御フローでは、Ｓ１０１へと戻る。ここで、戻った直後のＳ１０１にて否定判定が下され
た場合には、強調画像４５６０の虚像表示は終了することになる。
【００６６】
　尚、このような第四実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ１０１，Ｓ１０２，Ｓ４１０３
，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像
表示制御手段」に相当する。
【００６７】
　（作用効果）
　ここまで説明した第四実施形態の作用効果を、以下に説明する。
【００６８】
　前方障害物８ｂを強調する強調画像４５６０は、前方障害物８ｂの周囲のうち下方を除
く一周未満範囲全域の第一虚像表示位置α１では、余裕代４５６０ｍ１をあける第一線状
部分４５６０ｐ１により前方障害物８ｂを囲む虚像表示サイズβ１に、制御される。故に
、図１３に示すように、前方障害物８ｂの上方、左方及び右方にて外界風景８の空間４０
０８ｓに重畳する第一線状部分４５６０ｐ１によれば、ユーザは、前方障害物８ｂに対す
るずれを感じても、前方障害物８ｂを指し示しているように見えるので、前方障害物８ｂ
に対する前後方向の離間を感じ難くなる。
【００６９】
　さらに強調画像４５６０は、前方障害物８ｂの周囲のうち第一線状部分４５６０ｐ１の
両端部間となる第二虚像表示位置α２では、余裕代４５６０ｍ２をあける第二線状部分４
５６０ｐ２により前方障害物８ｂを囲む虚像表示サイズβ２に、制御される。ここで図１
３に示すように、前方障害物８ｂの下方に存在する地面４００８ｇに対して、第一線状部
分４５６０ｐ１より低輝度の第二線状部分４５６０ｐ２が重畳しても、ユーザの注視点は
第二線状部分４５６０ｐ２側より第一線状部分４５６０ｐ１側に集まり易い。故に、低輝
度側の第二線状部分４５６０ｐ２によれば、地面４００８ｇとの関連付けが弱まるので、
ユーザは、前方障害物８ｂに対する前後方向の離間を感じ難くなる。
【００７０】
　こうしたことから、制御誤差の範囲で各線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の虚像表
示位置α１，α２がずれたとしても、前方障害物８ｂに対する強調画像４５６０の関連付
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けを維持でき、また前方障害物８ｂが離間しているかの如き錯覚も回避できる。しかも、
各線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２分の虚像表示位置α１，α２が制御誤差の範囲で
ずれたとしても、前方障害物８ｂの一部が強調画像４５６０に隠れることを、それら各線
状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２のあける余裕代４５６０ｍ１，４５６０ｍ２により回
避して、ユーザの感じる煩わしさを抑制できる。以上、関連付けの維持作用及び錯覚の回
避作用と共に、煩わしさの抑制作用を達成し得る第四実施形態によれば、強調画像４５６
０の虚像表示により前方障害物８ｂを適正に強調可能となる。
【００７１】
　また、第二虚像表示位置α２にて第一線状部分４５６０ｐ１の両端部間を湾曲して延び
る第二線状部分４５６０ｐ２については、地面４００８ｇに重畳したとしても、低輝度に
よりユーザの注視点が集まり難いだけでなく、ユーザには水平線を想起させ難い。故に、
各線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の虚像表示位置α１，α２が制御誤差の範囲でず
れた場合には、前方障害物８ｂの下方にあっても第二線状部分４５６０ｐ２の地面４００
８ｇとの関連付けが弱まるので、当該部分４５６０ｐ２から注視点を逸らし得る。これに
よれば、関連付けの維持作用及び錯覚の回避作用を確実に発揮し得るので、前方障害物８
ｂを適正に強調可能となる。
【００７２】
　以上のことから、ＨＵＤ５０による強調画像４５６０の虚像表示位置α１，α２と虚像
表示サイズβ１，β２とがＨＣＵ５４により制御されることによれば、強調画像４５６０
による前方障害物８ｂの強調を適正に行うことが可能である。
【００７３】
　（第五実施形態）
　本発明の第五実施形態は、第一実施形態の変形例である。図１４に示すように、第五実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ１０１に代えて、Ｓ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂを実行す
る。
【００７４】
　Ｓ５１０１ａでは、強調画像５６０により強調して注意喚起する前方障害物８ｂを少な
くとも一つ検知したか否かを、判定する。このときの判定は、Ｓ１０１と同様にして下さ
れる。こうしたＳ５１０１ａにて否定判定が下される間は、Ｓ５１０１ａを繰り返して実
行する一方、同Ｓ５１０１ａにて肯定判定が下された場合には、Ｓ５１０１ｂへと移行す
る。
【００７５】
　Ｓ５１０１ｂでは、Ｓ１０１にて検知された前方障害物８ｂが複数であるか否かを、判
定する。その結果、否定判定が下された場合には、単独の前方障害物８ｂに対する処理と
してＳ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５を実行する。一方、肯定判定が下された場
合には、各前方障害物８ｂ毎の個別処理としてＳ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ
５１０５を実行する。
【００７６】
　Ｓ５１０２では、強調画像５６０を虚像表示するための必要情報Ｉを、Ｓ１０１にて検
知された前方障害物８ｂ毎に個別に取得する。このとき、前方障害物８ｂ毎の必要情報Ｉ
は、Ｓ１０２と同様に取得される。
【００７７】
　続くＳ５１０３では、強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズβとを、Ｓ１
０１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき、Ｓ５１０２にて取得
された前方障害物８ｂ毎の必要情報Ｉに基づくことで、図１５に示すように虚像表示サイ
ズβは、強調画像５６０により強調する前方障害物８ｂが自車両２から遠いほど、小サイ
ズとなるように設定される。これ以外の点について虚像表示位置α及び虚像表示サイズβ
は、Ｓ１０３と同様に設定される。
【００７８】
　続くＳ５１０４では、図１４に示すように、Ｓ５１０３にて設定された虚像表示位置α
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及び虚像表示サイズβをもって強調画像５６０を虚像表示させるための表示データを、Ｓ
１０１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に生成する。このとき、前方障害物８ｂ毎
の表示データは、Ｓ１０４と同様に生成される。
【００７９】
　続くＳ５１０５では、Ｓ５１０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表
示器５０ｉにより強調画像５６０を形成する。これにより、強調画像５６０の線状部分５
６０ｐの虚像表示位置αと虚像表示サイズβとを、Ｓ１０１にて検知された前方障害物８
ｂ毎に個別に制御する。その結果、図１５の如く前方障害物８ｂ毎の各強調画像５６０は
、Ｓ１０５と同様な虚像表示位置αでの虚像表示サイズβに加え、強調画像５６０により
強調する前方障害物８ｂが自車両２から遠いほど小サイズとなる虚像表示サイズβに、視
認される。
【００８０】
　こうしたＳ５１０５の実行後に表示制御フローでは、Ｓ５１０１ａへと戻る。その結果
、戻った直後のＳ５１０１ａにて否定判定が下された場合には、全ての強調画像５６０の
虚像表示が終了する。また、戻った直後のＳ５１０１ａにて肯定判定且つＳ５１０１ｂに
て否定判定が下された場合、検知されなくなった前方障害物８ｂに対する強調画像５６０
の虚像表示は終了するが、検知されたままの前方障害物８ｂに対する強調画像５６０の虚
像表示は継続される。尚、Ｓ１０５の実行後にも、Ｓ５１０１ａへと戻る。
【００８１】
　このように第五実施形態によると、複数の前方障害物８ｂをそれぞれ個別に強調する強
調画像５６０は、強調する前方障害物８ｂが自車両２から遠いほど、小サイズに制御され
る。これによれば、自車両２に近いことで特に注意の必要な前方障害物８ｂに対しては、
大サイズの強調画像５６０により強調度合いを高めつつ、自車両２から遠い前方障害物８
ｂに対しても、小サイズの強調画像５６０により強調機能を確保できる。故に、個別の強
調画像５６０による複数障害物８ｂの強調を、メリハリを付けて適正に行うことが可能と
なる。尚、以上の第五実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ
１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１
０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当
する。
【００８２】
　（第六実施形態）
　本発明の第六実施形態は、第五実施形態の変形例である。図１６に示すように、第六実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ５１０２の実行後に、Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ
５２０４，Ｓ５２０５を実行する。
【００８３】
　Ｓ５２０３ａでは、強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズβとを、Ｓ１０
１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき虚像表示位置α及び虚像
表示サイズβは、Ｓ５１０３と同様に設定される。
【００８４】
　続くＳ５２０３ｂでは、強調画像５６０の虚像表示形状γを、Ｓ１０１にて検知された
前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき、Ｓ５１０２にて取得された必要情報Ｉの
うち、障害物情報である前方障害物８ｂの種類に応じて、図１７に示すように各強調画像
５６０での線状部分５６０ｐの虚像表示形状γが異ならされる。ここで図１７の例では、
他車両である前方障害物８ｂに対して、線状部分５６０ｐの虚像表示形状γが円弧形とし
ての部分真円形に設定されている。それと共に図１７の例では、人間である前方障害物８
ｂに対して、線状部分５６０ｐの虚像表示形状γが円弧形としての部分楕円形に設定され
ている。
【００８５】
　続くＳ５２０４では、図１６に示すように、Ｓ５２０３ａにて設定された虚像表示位置
α及び虚像表示サイズβに加え、Ｓ５２０３ｂにて設定された虚像表示形状γをもって強
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調画像５６０を虚像表示させるための表示データを、生成する。このとき表示データは、
Ｓ５１０４と同様に、メモリ５４ｍから読み出した強調画像５６０のデータに対して画像
処理を施すことで、Ｓ１０１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に生成される。
【００８６】
　続くＳ５２０５では、Ｓ５２０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表
示器５０ｉにより強調画像５６０を形成することで、線状部分５６０ｐの虚像表示位置α
と虚像表示サイズβと虚像表示形状γとを制御する。その結果、図１７の如く前方障害物
８ｂ毎の各強調画像５６０は、Ｓ５１０５と同様な位置α及びサイズβに加え、強調する
前方障害物８ｂの種類に応じて異なる虚像表示形状γに、視認される。尚、こうしたＳ５
２０５の実行後に表示制御フローでは、Ｓ５１０１ａへと戻る。
【００８７】
　このように第六実施形態によると、複数の前方障害物８ｂをそれぞれ個別に強調する強
調画像５６０の虚像表示形状γは、強調する前方障害物８ｂの種類に応じて異ならされる
。これによりユーザは、各前方障害物８ｂの種類を各強調画像５６０の虚像表示形状γか
ら判別できる。故に、複数障害物８ｂに対して個別の強調画像５６０の関連付けを強化し
て、それら障害物８ｂの強調を適正に行うことが可能となる。尚、以上の第六実施形態で
は、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ
１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５を実行する
部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【００８８】
　（第七実施形態）
　本発明の第七実施形態は、第五実施形態の変形例である。図１８に示すように、第七実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ５１０２の実行後に、Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ
５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５を実行する。
【００８９】
　Ｓ５３０３ａでは、強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズβとを、Ｓ１０
１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき虚像表示位置α及び虚像
表示サイズβは、Ｓ５１０３と同様に設定される。
【００９０】
　続くＳ５３０３ｂでは、例えば交差点や市街地等ではユーザに注視させたい箇所が多く
なることから、Ｓ５３０３ａにて前方障害物８ｂ毎に設定した各強調画像５６０の虚像表
示位置α同士が重畳するか否かを、判定する。その結果、肯定判定が下された場合には、
Ｓ５３０３ｃへと移行する。
【００９１】
　Ｓ５３０３ｃでは、Ｓ５１０２にて取得された必要情報Ｉに基づくことで、図１９に示
すように虚像表示位置α同士が重畳する強調画像５６０のうち、強調する前方障害物８ｂ
が自車両２から遠い方の強調画像５６０について、虚像表示形状γを変化させる。このと
き虚像表示形状γは、虚像表示位置α同士が重畳する箇所Ｐにおいて、自車両２から遠い
方の前方障害物８ｂを強調する線状部分５６０ｐの虚像表示がカットされるように、設定
される。尚、自車両２から遠い方の前方障害物８ｂを強調する線状部分５６０ｐが、自車
両２から近い方の前方障害物８ｂと重畳するような場合、当該重畳箇所においても線状部
分５６０ｐがカットされるように、虚像表示形状γを設定してもよい。
【００９２】
　続くＳ５３０４では、図１８に示すように、Ｓ５３０３ａにて設定された虚像表示位置
α及び虚像表示サイズβに加え、Ｓ５３０３ｂにて設定された虚像表示形状γをもって強
調画像５６０を虚像表示させるための表示データを、生成する。このとき表示データは、
Ｓ５１０４と同様に、メモリ５４ｍから読み出した強調画像５６０のデータに対して画像
処理を施すことで、Ｓ１０１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に生成される。
【００９３】
　続くＳ５３０５では、Ｓ５３０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表



(19) JP 2016-147652 A 2016.8.18

10

20

30

40

50

示器５０ｉにより強調画像５６０を形成することで、線状部分５６０ｐの虚像表示位置α
と虚像表示サイズβと虚像表示形状γとを制御する。その結果、図１９の如く前方障害物
８ｂ毎の各強調画像５６０は、Ｓ５１０５と同様な位置α及びサイズβに加え、自車両２
から遠い前方障害物８ｂに対する強調画像５６０の虚像表示が重畳箇所Ｐにてカットされ
た形状γに、視認される。
【００９４】
　尚、こうしたＳ５３０５の実行後に表示制御フローでは、Ｓ５１０１ａへと戻る。一方
、Ｓ５３０３ｂにて否定判定が下された場合には、Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０
５が実行されずにＳ５１０１ａへと戻るのに先立って、第五実施形態にて説明のＳ５１０
４，Ｓ５１０５が実行される。この場合には、Ｓ５１０５と同様な位置α及びサイズβに
、前方障害物８ｂ毎の各強調画像５６０が視認されることとなる。
【００９５】
　このように第七実施形態によると、複数の前方障害物８ｂをそれぞれ個別に強調する強
調画像５６０の虚像表示位置α同士が重畳する場合に、強調する前方障害物８ｂが自車両
２から遠い強調画像５６０の虚像表示は、当該重畳箇所Ｐにおいてカットされる。これに
よれば、自車両２に近いことで特に注意の必要な前方障害物８ｂに対しては、カットのな
い強調画像５６０により強調度合いを高めつつ、自車両２から遠い前方障害物８ｂに対し
ても、カットされた強調画像５６０により強調機能を確保できる。また、虚像表示位置α
同士の重畳に起因してユーザの感じる煩わしさを抑制できる。こうしたことから、個別の
強調画像５６０による複数障害物８ｂの強調を、メリハリを付けて適正に行うことが可能
となる。尚、以上の第七実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，
Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，
Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５を実行する部分が、プ
ロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【００９６】
　（第八実施形態）
　本発明の第八実施形態は、第六実施形態の変形例である。図２０に示すように、第八実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ５１０２の実行後に、Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ
５２０４，Ｓ５２０５を実行する。
【００９７】
　Ｓ５４０３ａでは、強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズβとを、Ｓ１０
１にて検知された前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき虚像表示位置α及び虚像
表示サイズβは、Ｓ５１０３と同様に設定される。
【００９８】
　続くＳ５４０３ｂでは、強調画像５６０の虚像表示形状γを、Ｓ１０１にて検知された
前方障害物８ｂ毎に個別に設定する。このとき各強調画像５６０の虚像表示形状γは、図
２１に示すように強調する前方障害物８ｂの周囲のうち、下方と共に両側方を除いた範囲
に線状部分５６０ｐの虚像表示範囲を制限するように、設定される。即ち、強調する前方
障害物８ｂの周囲のうち実質上方のみを線状部分５６０ｐが湾曲して延びる円弧形に、各
強調画像５６０の虚像表示形状γが設定される。
【００９９】
　こうしたＳ５４０３ｂの実行後には、図２０に示すように、第六実施形態にて説明のＳ
５２０４，Ｓ５２０５が実行される。その結果、図２１の如く前方障害物８ｂ毎の各強調
画像５６０は、Ｓ５１０５と同様な位置α及びサイズβに加え、強調する前方障害物８ｂ
の周囲のうち下方及び両側方を除いた範囲に線状部分５６０ｐの虚像表示を制限した形状
γに、視認される。
【０１００】
　このように第八実施形態によると、複数の前方障害物８ｂをそれぞれ個別に強調する強
調画像５６０の虚像表示は、強調する前方障害物８ｂの周囲のうち下方だけでなく、側方
も除いた範囲に制限される。これによれば、各前方障害物８ｂに対応した各強調画像５６
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０の虚像表示位置α同士は、重畳し難くなる。故に、複数障害物８ｂに対して強調画像５
６０を個別に関連付けできるだけでなく、そうした重畳に起因してユーザの感じる煩わし
さを抑制できる。故に、複数障害物８ｂを個別の強調画像５６０により適正に強調するこ
とが可能となる。尚、以上の第八実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１
０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４
０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される
「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１０１】
　（第九実施形態）
　本発明の第九実施形態は、第二実施形態の変形例である。図２２に示すように、第九実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ１０５の実行後に、Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０
４，Ｓ６１０５を実行する。
【０１０２】
　Ｓ６１０１では、ＦＳＲＡによる車間距離の自動制御下、Ｓ２１０１にて一旦検知され
た前方障害物８ｂとして同一レーンの前方車両をロストしたか否かを、判定する。ここで
検知ロストは、前方車両が自車両２とは異なるレーン等へ移動することで検知されなくな
る場合の他にも、前方車両が同一レーンのままであっても外乱により誤って検知されなく
なる等の場合に、発生すると想定される。
【０１０３】
　こうしたＳ６１０１にて否定判定が下された場合には、Ｓ１０１へと戻る。一方、Ｓ６
１０１にて肯定判定が下された場合には、Ｓ６１０３へと移行する。Ｓ６１０３では、図
２３に示すように強調画像５６０の虚像表示輝度δを、部分的に低下させる。このとき虚
像表示輝度δは、通常輝度部分９５６０ｐｎと、それよりも輝度の低い低輝度部分９５６
０ｐｌとを、線状部分５６０ｐの所定長さ毎に交互に形成するように、設定される。ここ
で本実施形態では、通常輝度部分９５６０ｐｎが第一実施形態にて説明の高輝度となり、
且つ低輝度部分９５６０ｐｌが実質的に零輝度となるように、虚像表示輝度δが設定され
る。そこで図２３では、一つの低輝度部分９５６０ｐｌの外形のみが仮想的に二点鎖線で
図示され、残りの低輝度部分９５６０ｐｌの外形は図示されていない。尚、低輝度部分９
５６０ｐｌの輝度は、通常輝度部分９５６０ｐｎよりも低輝度となる限りにて、零輝度よ
りも高く設定されてもよい。
【０１０４】
　続くＳ６１０４では、図２２に示すように、Ｓ１０３にて設定された虚像表示位置α及
び虚像表示サイズβに加え、Ｓ６１０１にて設定された虚像表示輝度δをもって強調画像
５６０を虚像表示させるための表示データを、生成する。このとき表示データは、Ｓ１０
４と同様に、メモリ５４ｍから読み出した強調画像５６０のデータに対して画像処理を施
すことで、生成される。
【０１０５】
　続くＳ６１０５では、Ｓ６１０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表
示器５０ｉにより強調画像５６０を形成することで、線状部分５６０ｐの虚像表示位置α
と虚像表示サイズβと虚像表示輝度δとを制御する。その結果として強調画像５６０は、
Ｓ１０５と同様な位置α及びサイズβに加え、図２３の如く部分的に虚像表示輝度δの低
下した線状部分５６０ｐにより破線状に、視認される。尚、こうしたＳ６１０５の実行後
に表示制御フローでは、Ｓ２１００へと戻る。
【０１０６】
　このように第九実施形態によると、自車両２において一旦検知した前方障害物８ｂをロ
ストした場合には、当該前方障害物８ｂを強調する強調画像５６０の一部の虚像表示輝度
δが低下する。これによりユーザは、自身には視認可能な前方障害物８ｂであっても、検
知ロストしたという自車両２の状態を強調画像５６０の輝度変化から直感的に把握できる
。故に、強調画像５６０を利用して、ユーザの安全と安心とを確保することが可能となる
。尚、以上の第九実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，
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Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６１０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５を実
行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１０７】
　（第十実施形態）
　本発明の第十実施形態は、第九実施形態の変形例である。図２４に示すように、第十実
施形態の表示制御フローでは、Ｓ６１０１にて肯定判定が下されると、Ｓ６２０３，Ｓ６
１０４，Ｓ６１０５を実行する。
【０１０８】
　Ｓ６２０３では、図２５に示すように強調画像５６０の虚像表示輝度δを、同画像５６
０の全体に亘って低下させる。このとき虚像表示輝度δは、線状部分５６０ｐの全体輝度
が第一実施形態にて説明の高輝度よりも低く且つ零輝度よりも高くなるように、設定され
る。尚、図２５では、第二実施形態における図８よりもドットハッチングの粗さが粗く示
されることで、虚像表示輝度δの低下が模式的に表されている。
【０１０９】
　こうしたＳ６２０３の実行後に表示制御フローでは、図２４に示すように、第九実施形
態にて説明のＳ６１０４，Ｓ６１０５が実行される。その結果として強調画像５６０は、
Ｓ１０５と同様な位置α及びサイズβに視認されるのに加え、図２５の如く全体的に虚像
表示輝度δの低下した線状部分５６０ｐとして視認される。
【０１１０】
　このように第十実施形態によると、自車両２において一旦検知した前方障害物８ｂをロ
ストした場合には、当該前方障害物８ｂを強調する強調画像５６０全体の虚像表示輝度δ
が低下する。これによりユーザは、自身には視認可能な前方障害物８ｂであっても、検知
ロストしたという自車両２の状態を強調画像５６０の輝度変化から直感的に把握できる。
故に、強調画像５６０を利用して、ユーザの安全と安心とを確保することが可能となる。
尚、以上の第九実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ
１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６２０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５を実行
する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１１１】
　（第十一実施形態）
　本発明の第十一実施形態は、第二実施形態の変形例である。第十一実施形態による車両
制御ＥＣＵ４２のうち統合制御ＥＣＵは、高速域等の特定車速域での車間距離及び車速を
強制的に自動制御するアダプティブクルーズ制御（ＡＣＣ：Adaptive Cruise Control）
を、ＦＳＲＡに代えて実現する。ここで、ＡＣＣを実現する「自動制御ユニット」として
の統合制御ＥＣＵは、クルーズ制御スイッチがオン操作され、且つ自車両２の車速が特定
車速域内に入ると、ユーザによる手動運転を自動制御運転へと切り替える。一方で統合制
御ＥＣＵは、自動制御運転中にクルーズ制御スイッチがオフ操作される、又は自動制御運
転中に車速が特定車速域外に出ると、自動制御運転を手動運転へと切り替える。
【０１１２】
　こうした第十一実施形態の表示制御フローでは、図２６に示すように、Ｓ２１００にて
肯定判定が下されると、Ｓ７１００を実行する。
　Ｓ７１００では、自車両２の車速が特定車速域内に入っているか否かを、車両状態セン
サ４０のうち車速センサの出力信号に基づき判定する。その結果、否定判定が下される間
は、Ｓ２１００へと戻る。一方、肯定判定が下された場合には、Ｓ２１０１，Ｓ１０２，
Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５の実行後に、Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ
７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５を実行する。
【０１１３】
　Ｓ７１０１では、車速が特定車速域外に出たか否かを、車速センサの出力信号に基づき
判定する。その結果、車速が継続して特定車速域内にあることで否定判定が下される間は
、Ｓ２１００へと戻る。一方、車速が特定車速域外に出たことで肯定判定が下された場合
には、統合制御ＥＣＵが自動制御運転を手動運転へ自動で切り替えるのに伴って、Ｓ７１
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０２へと移行する。
【０１１４】
　Ｓ７１０２では、強調画像５６０を虚像表示するための必要情報Ｉを、Ｓ１０２と同様
に取得する。続くＳ７１０３ａでは、強調画像５６０の虚像表示位置αと虚像表示サイズ
βとを、Ｓ７１０２にて取得された必要情報Ｉに基づき設定する。これ以外の点について
虚像表示位置α及び虚像表示サイズβは、Ｓ１０３と同様に設定される。
【０１１５】
　続くＳ７１０３ｂでは、図２７に示すように強調画像５６０の虚像表示色εを、同画像
５６０の全体に亘って変化させる。このとき、強調画像５６０の色調が第一実施形態にて
説明の色調とは異系統となるように、虚像表示色εが例えば青色等に設定される。尚、図
２７では、第二実施形態における図８のドットハッチングを、クロスハッチングへと代え
て示すことで、虚像表示色εの変化を模式的に表している。
【０１１６】
　続くＳ７１０４では、図２６に示すように、Ｓ７１０３ａにて設定された虚像表示位置
α及び虚像表示サイズβに加え、Ｓ７１０３ｂにて設定された虚像表示色εをもって強調
画像５６０を虚像表示させるための表示データを、生成する。このとき表示データは、Ｓ
１０４と同様に、メモリ５４ｍから読み出した強調画像５６０のデータに対して画像処理
を施すことで、生成される。
【０１１７】
　続くＳ７１０５では、Ｓ７１０４にて生成された表示データをＨＵＤ５０に与えて、表
示器５０ｉにより強調画像５６０を形成することで、線状部分５６０ｐの虚像表示位置α
と虚像表示サイズβと虚像表示色εとを制御する。その結果として強調画像５６０は、Ｓ
１０５と同様な位置α及びサイズβに加え、図８から図２７の如く変化した虚像表示色ε
に、視認される。尚、こうしたＳ７１０５の実行後に表示制御フローでは、Ｓ２１００へ
と戻る。
【０１１８】
　このように第十一実施形態では、統合制御ＥＣＵによる自動制御運転からユーザによる
手動運転への切り替えに伴って、強調画像５６０の虚像表示色εが変化する。これにより
ユーザは、自動制御運転が手動運転へと切り替わったことを、強調画像５６０の表示色変
化から直感的に把握できる。故に、強調画像５６０を利用して、ユーザの安全と安心とを
確保することが可能となる。尚、以上の第十一実施形態では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１０
０，Ｓ７１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５，Ｓ７１０１，
Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５を実行する部分が、
プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１１９】
　（他の実施形態）
　さて、ここまで本発明の複数の実施形態について説明したが、本発明は、それらの実施
形態に限定して解釈されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々
の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
【０１２０】
　変形例１では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第二実施形態に
適用してもよい。ここで図２８は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第二実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図２８では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
尚、こうした変形例１では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される
「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１２１】
　変形例２では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第三実施形態に
適用してもよい。ここで図２９は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
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を第三実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図２９では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
尚、こうした変形例２では、ＨＣＵ５４のうちＳ３１００，Ｓ３１０１，Ｓ１０２，Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される
「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１２２】
　変形例３では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第五実施形態に
適用してもよい。ここで図３０は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第五実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３０では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
それと共に図３０では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ５１０３，Ｓ５
１０４，Ｓ５１０５が実行される。尚、こうした変形例３では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１
０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０２，
Ｓ５１０３，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築さ
れる「虚像表示制御手段」に相当する。
【０１２３】
　変形例４では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第六実施形態に
適用してもよい。ここで図３１は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第六実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３１では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
それと共に図３１では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ５２０３ａ，Ｓ
５２０４，Ｓ５２０５が実行される。さらに図３１では、線状部分５６０ｐの虚像表示形
状γを、線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２を含んだ強調画像４５６０全体での虚像表
示形状γへと代えて、Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５が実行される。尚、こうし
た変形例４では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ４１０３
，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５２０３ａ，Ｓ５２０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ
５２０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に
相当する。
【０１２４】
　変形例５では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第七実施形態に
適用してもよい。ここで図３２は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第七実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３２では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
それと共に図３２では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ５３０３ａ，Ｓ
５３０３ｂ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５１０４，Ｓ５１０５が実行される。さらに図
３２では、線状部分５６０ｐの虚像表示形状γを、線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２
を含んだ強調画像４５６０全体での虚像表示形状γへと代えて、Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０
４，Ｓ５３０５が実行される。尚、こうした変形例５では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１
ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５
３０３ａ，Ｓ５３０３ｂ，Ｓ５３０３ｃ，Ｓ５３０４，Ｓ５３０５，Ｓ５１０４，Ｓ５１
０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当
する。
【０１２５】
　変形例６では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第八実施形態に
適用してもよい。ここで図３３は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第八実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３３では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
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それと共に図３３では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ５４０３ａ，Ｓ
５２０４，Ｓ５２０５が実行される。さらに図３３では、線状部分５６０ｐの虚像表示形
状γを、線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２を含んだ強調画像４５６０全体での虚像表
示形状γへと代えて、Ｓ５４０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ５２０５が実行される。尚、こうし
た変形例６では、ＨＣＵ５４のうちＳ５１０１ａ，Ｓ５１０１ｂ，Ｓ１０２，Ｓ４１０３
，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ５１０２，Ｓ５４０３ａ，Ｓ５４０３ｂ，Ｓ５２０４，Ｓ
５２０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に
相当する。
【０１２６】
　変形例７では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第九実施形態に
適用してもよい。ここで図３４は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第九実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３４では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
それと共に図３４では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ６１０４，Ｓ６
１０５が実行される。さらに図３４では、線状部分５６０ｐの虚像表示輝度δを、線状部
分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の各々の虚像表示輝度δへと代えて、Ｓ６１０３，Ｓ６１
０４，Ｓ６１０５が実行される。尚、こうした変形例７では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１０
０，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６１
０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「
虚像表示制御手段」に相当する。
【０１２７】
　変形例８では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第十実施形態に
適用してもよい。ここで図３５は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御
を第十実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３５では、Ｓ４
１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行される。
それと共に図３５では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６０ｐ
１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ６１０４，Ｓ６
１０５が実行される。さらに図３５では、線状部分５６０ｐの虚像表示輝度δを、線状部
分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の各々の虚像表示輝度δへと代えて、Ｓ６２０３，Ｓ６１
０４，Ｓ６１０５が実行される。尚、こうした変形例８では、ＨＣＵ５４のうちＳ２１０
０，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５，Ｓ６１０１，Ｓ６２
０３，Ｓ６１０４，Ｓ６１０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「
虚像表示制御手段」に相当する。
【０１２８】
　変形例９では、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制御を第十一実施形態
に適用してもよい。ここで図３６は、第四実施形態による強調画像４５６０の虚像表示制
御を第十一実施形態に適用した場合の表示制御フローを、示している。即ち図３６では、
Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ４１０５がＳ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０５に代えて実行され
る。それと共に図３６では、線状部分５６０ｐの位置α及びサイズβを、線状部分４５６
０ｐ１，４５６０ｐ２の位置α１，α２及びサイズβ１，β２へと代えて、Ｓ７１０３ａ
，Ｓ７１０４，Ｓ７１０５が実行される。さらに図３６では、線状部分５６０ｐの虚像表
示色εを、線状部分４５６０ｐ１，４５６０ｐ２の各々の虚像表示色εへと代えて、Ｓ７
１０３ｂ，Ｓ７０１４，Ｓ７１０５が実行される。尚、こうした変形例９では、ＨＣＵ５
４のうちＳ２１００，Ｓ７１００，Ｓ２１０１，Ｓ１０２，Ｓ４１０３，Ｓ４１０４，Ｓ
４１０５，Ｓ７１０１，Ｓ７１０２，Ｓ７１０３ａ，Ｓ７１０３ｂ，Ｓ７１０４，Ｓ７１
０５を実行する部分が、プロセッサ５４ｐにより構築される「虚像表示制御手段」に相当
する。
【０１２９】
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　変形例１０では、第一～第三及び第五～第十一実施形態により虚像表示される強調画像
５６０の線状部分５６０ｐを、湾曲する円弧形以外の虚像表示形状、例えば図３７に示す
如く湾曲しない略逆Ｕ字形等に、形成してもよい。尚、図３７は、第一実施形態の変形例
１０を示している。
【０１３０】
　変形例１１では、第四実施形態及び変形例１～９により虚像表示される強調画像４５６
０の第一線状部分４５６０ｐ１を、湾曲する円弧形以外の虚像表示形状、例えば図３８に
示す如く湾曲しない略逆Ｕ字形等に、形成してもよい。変形例１２では、第四実施形態及
び変形例１～９により虚像表示される強調画像４５６０の第二線状部分４５６０ｐ２を、
湾曲する円弧形以外の虚像表示形状、例えば図３９に示す如く湾曲する波形又は図３８，
４０に示す如く湾曲しない直線状等に形成してもよい。尚、図３８～４０は、第四実施形
態の変形例１１，１２を示している。
【０１３１】
　変形例１３では、第二、第三、第九～第十一実施形態及び変形例１，２，７～９により
虚像表示される強調画像５６０又は４５６０を、第五～第八実施形態及び変形例３～６の
いずれかに準じて、複数の前方障害物８ｂの周囲にそれぞれ虚像表示させてもよい。変形
例１４では、前方障害物８ｂが自車両２から遠いほど小サイズとなる虚像表示サイズβ，
β１，β２を、第六～第八実施形態及び変形例４～６において採用しなくてもよい。
【０１３２】
　変形例１５では、第六実施形態及び変形例４により前方障害物８ｂの種類に応じて異な
らされる虚像表示形状γに代えて又は加えて、当該種類に応じて異ならされる色調の虚像
表示色を採用してもよい。変形例１６では、第九、第十実施形態及び変形例７，８により
強調画像５６０の少なくとも一部の虚像表示輝度δを低下させるのに代えて又は加えて、
強調画像５６０を点滅させてもよい。
【０１３３】
　変形例１７では、第十一実施形態及び変形例９により自動制御運転から手動運転への切
り替えに伴って虚像表示色εを変化させるのに代えて又は加えて、手動運転から自動制御
運転への切り替えに伴って虚像表示色εを変化させてもよい。変形例１８では、第十一実
施形態及び変形例９により自動制御運転から手動運転への切り替えに伴って変化させられ
る虚像表示色εに代えて又は加えて、当該切り替えに伴って変化させられる虚像表示形状
を採用してもよい。
【０１３４】
　変形例１９では、第七実施形態及び変形例５を、それぞれ第六実施形態及び変形例４に
組み合わせてもよい。変形例２０では、第八実施形態及び変形例６を、それぞれ第六実施
形態及び変形例４に組み合わせてもよい。変形例２１では、第九実施形態及び変形例７を
、それぞれ第十一実施形態及び変形例９に組み合わせてもよい。変形例２２では、第十実
施形態及び変形例８を、それぞれ第十一実施形態及び変形例９に組み合わせてもよい。
【０１３５】
　変形例２３では、車両制御ＥＣＵ４２のうち統合制御ＥＣＵにより、第十一実施形態及
び変形例９に準ずるＡＣＣを、他の実施形態及び変形例においてもＦＳＲＡに代えて実現
してもよい。変形例２４では、第十一実施形態及び変形例９による車両制御ＥＣＵ４２の
うち統合制御ＥＣＵを、ＬＫＡを実現する「自動制御ユニット」として機能させることで
、ＬＫＡによる自動制御運転から手動運転への切り替えに伴って虚像表示色εを変化させ
てもよい。この場合、第三実施形態及び変形例２との組み合わせが可能となる。変形例２
５では、第十一実施形態及び変形例９による車両制御ＥＣＵ４２のうち統合制御ＥＣＵを
、ＡＣＣ，ＬＫＡ以外の自動制御運転を実現する「自動制御ユニット」として機能させる
ことで、当該自動制御運転から手動運転への切り替えに伴って虚像表示色εを変化させて
もよい。ここで、ＡＣＣ，ＬＫＡ以外で適用可能な自動制御運転としては、例えば走行路
上の合流点での合流走行、走行路上の分岐点での分岐走行、並びにゲートから合流点まで
の走行等を自動制御する運転等が、例示される。
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【０１３６】
　変形例２６では、ＨＣＵ５４を設けなくてもよい。こうした変形例２６では、例えばＥ
ＣＵ３１，４２と、表示要素５０，５１，５２の制御用に設けられる表示ＥＣＵとのうち
、一種類又は複数種類を「車両用表示制御装置」として機能させてもよい。即ち、一種類
又は複数種類のＥＣＵが有するプロセッサにより、各実施形態の表示制御フローを実現し
て「虚像表示制御手段」構築してもよい。ここで図４１は、ＨＵＤ５０のうちプロセッサ
５４ｐ及びメモリ５４ｍを有した表示ＥＣＵ５０ｅにより、「車両用表示制御装置」の機
能を果たす場合の変形例２６を、示している。
【符号の説明】
【０１３７】
２　自車両、８　外界風景、８ｂ　前方障害物、８ｇ，４００８ｇ　地面、８ｓ，４００
８ｓ　空間、２１　フロントウインドシールド、５０　ＨＵＤ、５０ｅ　ＥＣＵ、５４　
ＨＣＵ、５４ｐ　プロセッサ、５４ｍ　メモリ、５６　表示画像、５６０，４５６０　強
調画像、５６０ｐ　線状部分、５６０ｍ，４５６０ｍ１，４５６０ｍ２　余裕代、５６０
ｖ　仮想線状部分、４５６０ｐ１　第一線状部分、４５６０ｐ２　第二線状部分、９５６
０ｐｌ　低輝度部分、９５６０ｐｎ　通常輝度部分、α　虚像表示位置、α１　第一虚像
表示位置、α２　第二虚像表示位置、β　虚像表示サイズ、β１　第一虚像表示サイズ、
β２　第二虚像表示サイズ、γ　虚像表示形状、δ　虚像表示輝度、ε　虚像表示色

【図１】 【図２】
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